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「 欠 損 金 の 繰 戻 還 付 」 復 活 ！ ！ 

平成２０年の後半から続く世界的経済不安に

よる景気の後退。その影響が著しい中小企業対策

として、平成２１年度税制改正で「欠損金の繰戻

還付制度」（以下、「繰戻還付」という。）が復活

しました。前期黒字だったので法人税を納税した

が、最近の不況により今期赤字に転落し、資金繰

りが急激に悪化した会社などには、ありがたい制

度の復活となります。 

●欠損金の繰戻還付制度の概要 

 「繰戻還付」とは、前期黒字で法人税を納めた

会社が、次年度赤字に転落した場合に、その欠損

金額を前期の所得に繰戻して、納めた法人税のう

ち、納めすぎた部分の税金を還付請求することが

できる制度です。よって、毎期赤字の会社では適

用することができません。 

また、この制度は平成４年

４月より一部の例外を除いて

停止されていましたので、実

に１６年ぶりの復活となりま

す。 

（１）対象となる欠損金 

 この制度の対象となる欠損金は、「平成２１年

２月１日以後に終了する各事業年度において生

じた欠損金」となります。よって、２月決算法人

より、この制度の適用が可能となっています。 

（２）対象法人 

 資本金または出資金の額が１億円以下の法人

などの中小企業者等が対象となります。 

●適用要件 

 適用要件は次の３つです。 

（１）還付所得事業年度と欠損事業年度において、

青色申告書を提出していること 

（２）欠損事業年度の確定申告書を、提出期限内

に提出していること 

（３）確定申告書の提出と同時に、欠損金の繰戻

しによる還付請求書を提出していること 

●還付額の計算方法 

 実際にこの制度を適用した場合、いくら還付さ

れるのかが気になりますね。計算式は次のように

なっています。 

 (分母の金額が上限)

還付所得事業年
度の法人税額

欠損事業年度の欠損金額

還付所得事業年度の所得金額

還付請求
できる金額

× =

（計算例）

  所得（欠損）       法人税     

前期 　 300万円 66万円

当期 △200万円 －

200万円

300万円
×66万円 ＝   44万円（還付額）　　　

 

●青色欠損金の繰越控除制度との選択適用 

 青色申告法人は、前述の「繰戻還付」の他に、

青色欠損金の繰越控除制度（以下、「繰越控除」

という。）も選択が可能です。この制度について

はご存じの社長も多いのではないでしょうか。黒

字となった事業年度開始の日の前日から７年間

さかのぼり、その期間の赤字を黒字と相殺ができ

るという制度です。 

（１）適用要件 

 ①その事業年度開始の日前７年以内に開始し

た事業年度の欠損金であること。 

 ②欠損金の生じた事業年度において、青色申告

書である確定申告書を提出していること。 

 ③欠損金の生じた事業年度以降、連続して確定

申告書を提出していること。 

 ④欠損金の控除は古い年度から順次行うこと。 

●繰戻還付と繰越控除、どちらが有利！？ 

 それぞれの制度の特徴は、「繰戻還付」は税金

が還付される即効性の効果があるのに対し、「繰

越控除」は将来の税負担を軽減させる効果があり

ます。最終的な税負担については変わりませんの

で、会社の現状や今後の展望などもふまえて、一

度担当者へご相談ください。   （北岡 慧太） 
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